
令和 8年度分 市民税・県民税  申告書
表

現住所

1月 1日 現在
の 住 所 宛名番 け

ふ りがな 業種又は職業

電話 番号

伊 東 市 長 殿

提出年月日 氏  名
生年
月日

大

令

明

平

年 月
口

］

世帯 =「
の氏名

続 柄

マイナンバー

分
離
課
税
に
係
る
所
得
等
の
あ
る
方
は
、
一市
民
税

・
県
民
税
　
申
告
書

（分
離
課
税
等
用
）」
を
あ
わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
申
告
書
を
提
出
し
た
方
は
事
業
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

3所得から差し引かれる金額に関する事項
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□ 1可じ
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続

T 令 '`lt形態氏名

マイナンバー

扶養控昨

額の合
=|

|

万1」

資料番号

「マイナンバー」構には.1固 人番号 (行政手続における
めの番号の利用等に関する法律第2条第5項に丸定する
載してください。

え

人

絆

桐
の個人を識別するた
番号をいう。)を 記

5 給与・公的年金等に係る所得以外 (令和8年4月 1日
において65歳未満の方は給与所得以外)の市民税・県
民税の納税方法

□給与から差引き(特別徴収)□自分で納付 (普通徴収)

※市処理欄 当する項目にO又は人 を 入

第
五
号

の
四
様
式

（第

二
条
関
係
）

Ｘ
控
除
額

は
、
所
得
税

の
控
除
額

で
記
入
し
て
く

だ
さ

い
。

地
方
税
法
附
則
第
４
条
の
５
の
規
定
の
適
用
を
選
択
す
る
場
合
に
は
、

「医
療
費
控
除
」
欄
の

「区
分
」
の
□
に

「
１
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
裏
面
に
も
記
入
す
る
欄
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

'1居

のま養親族等がいる場合には.峯両「 12」 に氏名.マ イナンバー及び住所を記入
してください。

②

雑損 控 除
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‐
資産の種類

保険金などで補槙される金額
卜
引損失額のうち災

=関
連支出の金額損害金額
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②
医療費控除

支払った医療費等 保険金などで補填される金額

| |

| |

保険料の種類 支払 った保険料

国保 国年・介護・後期・その他
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⑮
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Ｈ
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共同事全 日本等分
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90
万円
以下

95
万円
以下

|

市条
`・

」指定分1181 徴収
110
万円
以下

115
万円
以下

120
万円
以下

123
万 円

,ス |・ つ1‐
県条 r。 指定分 182

E所得税の還付不要 (本人申出)□所得税の還付不要 (少額のため)□写し希望 E郵送 コ税務署職員 □市 □更正 E住控
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6給与所得の内訳
日給などの給与所得のある人で.源泉徴収票の
無い人は記入してください.

月 日  給 勤務
日数 月  ‖又

10

ll

賞与等
|」

合  計
法人番号又は

所在地

勤務先名

Ъi

勤務先所在地

10総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項

7事業・不動産所得に関する事項
所得の種類 所得の生ずる場所 収入金額 必要経費

円

青色申告特別控除額

円 日

8配当所得に関する事項
配当所得の種類 所得の生ずる場所 支払確定年月 収入金額 必要経費

河 日

日外株式等に係る
外国所得税額

9雑所得 (公的年金等以外)に関する事項
種 目 所得の生ずる場所 収入金額 必要経費

|で |

一墨

特別控除額 所得金額
(差引金額―特別控除額)

収入金額 差引金額
(収入金額―必要経費)

必要経費

円 円

短  期

長  期

時

D合計 A+〔 (B+C)× 1/2〕
右上の Aの 金額を表両のコに.Bの 金額を表面のサに.Cの 金額を表画のシに記入 してください。
なのDの金額を表面の 11の所得金額欄へ記入 して ください。

11事業専従者に関する事項
ふリカ'な

■柄
年

日

生

月
明・人・昭
平 .令

専従者給与
(控 除 )類

従■

月数

氏名

マイナンスー

ふりがな
龍柄

，

日

〓

”
明・大 .昭

平・令
専従者給与
(控 除 )額氏名

従事
月故

ふりがな
立柄

，

日

■

月
明・大 昭
平・令

専従者給与
(控 除 )額氏名

従,
月数

所得税における青色申告の承認の有無 承認あり・承認なし1合 計 額

12別居の扶養親族等に関する事項

13事業税に関する事項

適

得

例

所

特

Ｅ

の

動

車

不

通

の

益

前

所得金額
非課税所得など

円

事業用資
産の譲渡
損失など

資たの種類

ltl損失額、複災損失額 (白 )

前年中の開廃業
日年

開 始 ・ 廃 止

他都道府県の事務所等□

ふりがな :':l 住

所氏名

ふりがな マイナ |

ン′ヽ― |

作

所氏名

ふりがな マイナ
ンノ`一

住

所氏名

14配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項
特定配当等に係る所得金植.特 定株式等譲世所得金額を総所得金額に含め.配 当割額ス |ま沐
式■譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は.下 の各欄 |=配 当害1額及び社式■譲渡所得
割根を「こ入 して ください .

口

株式等譲渡所得割額控除額

15寄附金に関する事項
都道府県・市区町村分 (特例控除対象)

|11

183

金
分
募
村
同
Ｗ共赫

の

・
地
裸
・
的

所

道

住

都
.日 赤 支 部 、
(特 例控除対象外 )

円
169

円
181

条例指定分
市区町村

都道府県 円
182

16所得金額調整控除に関する事項

支出 した寄附金に応 して、各欄にそれぞれ寄世 した0額 を記入 して ください。ただ し.記t特
定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に対する寄附全

については、上記に記人せず、別途「寄附全税額控際申告書 (二 )」 を提出 して ください .
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身 .精・療氏名 |
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|

|

|

|
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総合譲渡

|
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|

配 当 割 額 控 除 額
|


